




女性活躍推進取組状況 
 
１ 一般事業主行動計画策定届出企業数及び届出率 

 女性活躍推進法では、常時雇用する労働者が３０１人以上の企業に対し、自社の女性の活躍に関す

る状況把握、数値目標を含む行動計画の策定、行動計画の公表及び労働者への周知、行動計画を策定

した旨の届出、女性の活躍に関する情報公表を義務付けている（３００人以下の企業は努力義務）。 
 

（平成２８年６月２０日現在）   

 

 

２ 基準適合一般事業主認定企業 

 女性活躍推進法に基づき、行動計画の策定及び策定した旨の届出等を行った企業のうち、一定の

基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業について、厚生労働大臣（都道府県労

働局長へ委任）の認定（えるぼし認定）を行っている。 

 認定は、基準を満たす項目数に応じて３段階ある。 

 

（１）えるぼし認定 

 平成２８年６月２０日現在、管内における認定企業は１社である（２段階目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）えるぼし認定企業一覧 
    

 企業名 段階 
認定年 

（平成） 
所在地 業種 労働者数 

1 株式会社群馬銀行 ２段階目 28 年 前橋市 金融業，保険業 4,737 人 

 

 管内 

企業数 

行動計画策定 

届出企業数 

 

届出率 

常時雇用労働者 301 人以上の企業 175 社 168 社 96.0% 

常時雇用労働者 300 人以下の企業 －  10 社 － 

合計 － 178 社 － 

 認定企業数 

常時雇用労働者 301 人以上の企業 1 社 

常時雇用労働者 101 人以上 300 人以下の企業 － 

常時雇用労働者 100 人以下の企業 － 

合計 1 社 




